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別紙 2－1 

 

防火帯の管理方針について 

 

1. はじめに 

森林火災評価結果に基づき，森林火災による外部火災防護施設への延焼防止対策

として，発電所構内道路及び地形状況等を考慮し，約 20m幅の防火帯を設定する。 

防火帯内に他の法令要求等により可燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小

限の機器等とし，防火帯の延焼防止効果を損なわない設計とする必要があるため，

防火帯の管理方法について以下に示す。 

 

2. 防火帯の管理方針 

防火帯の設定に当たっては，草木を伐採する等，可燃物を排除し，除草剤の散布

やモルタル吹付け等を行う。また，防火帯は表示板等で明確に区分するとともに，

構内道路の一部を防火帯として使用している箇所については，駐車禁止の措置等に

より，常時可燃物のない状態を維持する。 

防火帯内には延焼防止効果に影響を与えるような可燃物を含む機器は，原則設置

しない方針であるが，防火帯の位置設定においては発電所敷地内道路配置及び地形

形状等を考慮して設定したことから，防火帯内の一部には他の法令要求等による少

量の可燃物を含む機器等が存在する。このため，防火帯内に設置された機器等の延

焼防止効果への影響の有無を評価し，必要な対策を講ずる設計とする。 

第 1表に防火帯に設置される機器等の管理方針について示す。 

 

第 1表 防火帯内に設置される機器等の評価及び管理方針 

分類 機器例 評価及び管理方針 

不燃性の機器 ・送電線 

・ガードパイプ 

・マンホール（鋼製） 

火災により燃焼しない。防火帯延焼防

止効果に影響を与えないことから，機

器に対して対策は不要。 

可燃物を

含む機器 

局所的な設置

機器 

・標識 

・カーブミラー 

局所的な火災となる。防火帯延焼防止

効果に影響を与えないことから，機器

に対して対策は不要。 

防火帯を横断

して設置 

なし － 
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